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新 旧 区分 

附 則 

１．基本約款の実施期日 

この基本約款は、２０２５年１月１日から実施します。 

 

２．基本約款の掲示 

当社は、この基本約款を、当社のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。この基本約款を変更す

る場合も同様とし、変更実施日の１０日前までに、この基本約款を変更する旨、変更後のこの基本約款の

内容及びその効力発生時期を周知します。 

 

３．この基本約款の実施に伴う切替え措置 

 ２９（１）②に規定により払込書を発行した場合に発生する帳票発行手数料について、２０２４年１１

月３０日以前から継続してガスを使用し、２０２４年１２月１日から２０２４年１２月３１日に属するま

でに支払い義務が発生するものについては、２０２４年１１月３０日まで適用の基本約款に基づくものと

いたします。 

 

４．「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に係る特別措置 

（１） ２０２４年１１月２２日の閣議決定「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（以下

「総合経済対策」といいます。）に基づき、総合経済対策として決定された期間においては、対象のお客

さまの調整単位料金は、「１９．単位料金の調整」によって算定された調整単位料金から総合経済対策と

して決定された単価を引き下げたものとします。 

（２）（１）は総合経済対策が終了されるとともに、その効力を失うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

１．基本約款の実施期日 

この基本約款は、２０２４年１２月１日から実施します。 

 

２．基本約款の掲示 

当社は、この基本約款を、当社のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。この基本約款を変更す

る場合も同様とし、変更実施日の１０日前までに、この基本約款を変更する旨、変更後のこの基本約款の

内容及びその効力発生時期を周知します。 

 

３．この基本約款の実施に伴う切替え措置 

 ２９（１）②に規定により払込書を発行した場合に発生する帳票発行手数料について、２０２４年１１

月３０日以前から継続してガスを使用し、２０２４年１２月１日から２０２４年１２月３１日に属するま

でに支払い義務が発生するものについては、２０２４年１１月３０日まで適用の基本約款に基づくものと

いたします。 
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